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第１３回足利市農業委員会議事録 

 

足利市農業委員会会長 長谷川良光は、令和３年６月２５日、午前９時００分、農業委

員を足利市役所に召集し、第１３回足利市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席した委員は、次のとおりである。 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

  １ 小山 勉   ２ 桐生さとみ   ３ 石𣘺孝雄 

  ４ 藤生正浩   ５ 清水 茂   ６ 岡村奏一 

  ７ 本島一喜   ８ 柏瀬正雄  ９ 三田照子 

１０ 星野雅彦 １１ 森山正和 １２ 河内義昭 

１３ 長谷川良光 １４ 赤坂安一 １５ 遠藤茂太 

 

１ 出席した農地利用最適化推進委員は次のとおりである。 

蓼沼克夫、青木芳光、長竹武男、鴇田忠夫、岩本仙太郎、本嶋ミチ子、 

嶋田重雄、関口孝雄、入江泰三、湯澤 有、齋藤 幹、沖山匡弘、山根常夫、 

平塚和弘、石川弘幸、小林重雄、田島哲夫 

１ 出席した職員は、次のとおりである。 

局長 荻原淳志、次長 河内 厚、副主幹 齋藤玲子、主査 杉戸政徳 

１ 書記は、次のとおりである。 

主査 本田未央子 

１ 会議事件は、次のとおりである。 

(議事日程のとおり) 

１ 会議の概要は次のとおりである。 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告いたします。ただいまの出席委員は１５名全員であります。 

推進委員の出席は１７名であります。 

なお、推進委員の皆さんは農業委員会等に関する法律第２９条により担当

地区の農地等の最適化の推進について意見を述べることができます。 

本日の議事日程について報告いたします。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について 

日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長 

専決処理について 

日程第３ 議案第１号から議案第４号について 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 
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議長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

副主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

副主幹 

 

 

議案第４号 農用地利用集積計画の決定について 

以上であります。 

ただいま局長から報告のあったとおり、出席委員１５名で定足数に達して

おりますので、これより第１３回足利市農業委員会総会を開会いたします。 

【午前９時８分 開会】 

それでは日程に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の決定についてを議題といたします。 

議事録署名委員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、よって議事録署名委員は議長において指名いたします。 

６番 岡村委員、９番 三田委員を指名いたします。ご異議ございません

か。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議事録署名委員は両名と決定いたしました。 

続いて日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局

長専決処理について、事務局からの報告を求めます。 

議案書の１ページをお開き下さい。 

農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専決処理につい

て、ご報告させていただきます。１ページの総括表に基づきましてご報告いた

します。 

まず始めに、農地法第４条の届出ですが、件数が３件、筆数が３筆、面積が

３４６㎡となっております。 

続きまして、農地法第５条の届出ですが、件数が３０件、筆数が４１筆、面

積が１３，１６１．３２㎡となっております。 

合計いたしまして、件数が３３件、筆数が４４筆、面積が１３，５０７．３

２㎡となっております。 

また、詳細につきましては、第４条の届出が２ページに、第５条の届出が３

ページから１３ページに記載されております。 

以上報告いたします。 

ただいま、事務局から報告致しましたが、ご質問はございませんか。 

【質問なし】 

それでは、専決処理についてご了承願います。 

続いて日程第３に入ります。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを議題と

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１４ページをお開きください。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についてご説明いたしま

す。 
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議長 

 

 

１４番 

 

 

 

 

 

 

１番、申請地は名草下町地内の田、１１２㎡です。譲受理由は、自宅に近く

耕作に便利なためで、譲渡理由は、高齢であり耕作に不便なため手放したいと

いうものです。契約内容は所有権移転の売買です。 

議案書の２９ページをご覧下さい。１番の調査書となっております。 

各項目とも、適正なものと判断されております。ページ右に位置図を載せて

あります。なお、６月１１日に事務局による事前調査を行っており、その際の

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面投影） 

では、議案書１４ページにお戻りください。 

２番、申請地は名草中町地内の畑、１，４４１㎡です。譲受理由は、自宅に

近く、耕作に便利なためで、譲渡理由は、耕作に取り組むことが難しく手放し

たいというものです。契約内容は所有権移転の売買です。 

議案書の３０ページをご覧下さい。２番の調査書となっております。 

各項目とも、適正なものと判断されております。現地の様子はご覧の通りで

す。（モニター画面に投影） 

では、議案書１４ページにお戻りください。 

３番、申請地は名草上町地内の田、３０７㎡ほか５筆、計２，３００㎡です。

譲受理由は、自宅に近く耕作に便利なためで、譲渡理由は、耕作に取り組むこ

とが難しく手放したいというものです。契約内容は所有権移転の売買です。 

議案書の３１ページをご覧下さい。３番の調査書となっております。 

各項目とも、適正なものと判断されております。現地の様子はご覧の通りで

す。（モニター画面に投影） 

では、議案書１４ページにお戻りください。 

４番、申請地は瑞穂野町地内の田、１，２０９㎡ほか１筆、計２，０９１㎡

です。譲受理由は、経営規模拡大のためで、譲渡理由は、高齢で耕作にも不便

なため手放したいというものです。契約内容は所有権移転の売買です。 

議案書の３２ページをご覧下さい。４番の調査書となっております。 

各項目とも、適正なものと判断されております。現地の様子はご覧の通りで

す。（モニター画面に投影） 

以上、３条許可申請４件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１４番 赤坂委員。 

１４番 赤坂です。 

実情調査の結果を報告いたします。資料の２９ページをご覧下さい。 

調査年月日は令和３年６月１６日、水曜日、午前８時３０分から、調査班は

三田委員を班長といたしまして、石𣘺委員、小山委員、星野職務代理、私の５

名で調査を行いました。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 
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議長 

 

長竹推進委員 

青木推進委員 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

今回の調査は、３条許可申請に伴い、申請地１筆の確認を行ったものであり

ます。申請地は田として適正に管理されていました。譲受人の自作地について

は、合計１１筆を事前に事務局で確認し、適正に耕作がなされていることの報

告を受けましたので、自作地の確認は省略させていただきました。 

申請地は譲受人の自宅に隣接しており、耕作をするのに利便性が良く、ま

た、所有する他の農地の耕作状況などからも、周辺農地への農業上の支障はな

いものと判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、担当地区推進委員から意見等ござい

ますか。 

特にありません。 

ありません。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて２番を上程いたします。 

本件も調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

３番 石橋委員。 

３番 石橋です。 

実情調査の結果を報告いたします。資料の３０ページをご覧下さい。 

調査年月日・調査班は１番と同様です。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、３条許可申請に伴い、申請地１筆の確認を行ったものであり

ます。申請地は畑として適正に管理されていました。譲受人の自作地について

は、合計１１筆を事前に事務局で確認し、適正に耕作がなされていることの報

告を受けましたので、自作地の確認は省略させていただきました。 

申請地は譲受人の自宅と近接しており、耕作をするのに利便性が良く、ま

た、所有する他の農地の耕作状況などからも、周辺農地への農業上の支障はな

いものと判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、担当地区推進委員から意見等ござい

ますか。 
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長竹推進委員 

青木推進委員 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

長竹推進委員 

青木推進委員 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

１０番 

ありません。 

ありません。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、２番はそのように決定いたしました。 

続いて３番を上程いたします。 

本件も調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１番 小山委員。 

１番 小山です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の３１ページをご覧下さい。 

調査年月日・調査班は１番と同様です。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、３条許可申請に伴い、申請地６筆の確認を行ったものであり

ます。申請地は田として適正に管理されていました。譲受人の自作地について

は、合計２０筆を事前に事務局で確認し、適正に耕作がなされていることの報

告を受けましたので、自作地の確認は省略させていただきました。 

申請地は譲受人の自宅と近接しており、耕作をするのに利便性が良く、ま

た、所有する他の農地の耕作状況などからも、周辺農地への農業上の支障はな

いものと判断いたしました。 

 また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認し

たため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、担当地区推進委員から意見等ござい

ますか。 

ありません。 

ありません。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、３番はそのように決定いたしました。 

続いて４番を上程いたします。 

本件も調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１０番 星野委員。 

１０番 星野です。 
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議長 

 

石川推進委員 

小林推進委員 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

副主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の３２ページをご覧下さい。 

調査年月日・調査班は１番と同様です。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、３条許可申請に伴い、申請地２筆の確認を行ったものであり

ます。申請地は田として適正に管理されていました。譲受人の自作地について

は、合計５７筆を事前に事務局で確認し、適正に耕作がなされていることの報

告を受けましたので、自作地の確認は省略させていただきました。 

申請地は譲受人の自作地と近接しており、耕作をするのに利便性が良く、ま

た、所有する他の農地の耕作状況などからも、周辺農地への農業上の支障はな

いものと判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、担当地区推進委員から意見等ござい

ますか。 

ありません。 

特にありませんが、川北から耕作に来て頂くことになり、お疲れ様です。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、４番はそのように決定いたしました。 

続いて議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１５ページをお開きください。 

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、ご説明いたしま

す。 

１番、申請地は田島町地内の田、１６５㎡です。施設の概要は農家住宅の敷

地拡張で、申請地に住宅の北側部分が越境しており、是正のための申請となり

ます。農地区分は第２種です。 

議案書の３３ページをご覧ください。１番の調査書となっております。調査

書は各項目とも適正なものと判断されております。６月１１日に行った事前

調査時の現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 
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議長 

 

議長 

 

 

 

主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号はそのように決定いたしました。 

続いて議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１６ページをお開きください。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてご説明い

たします。 

６月の申請件数は１１件、うち太陽光７件、一般住宅４件でした。 

それでは、説明に入ります。議案書３４ページをお開きください。 

１番、申請地は里矢場町地内の田、４１８㎡ほか２筆、計２，８３１㎡です。

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル８１６枚を１，６１

８．９４㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有

権移転の売買、農地区分は第２種農地です。許可基準等につきましては備考欄

をご参照ください。 

議案書の３４ページが１番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され

ております。また、実情調査報告書が３５ページにございます。 

事務局による事前調査時の写真はご覧のとおりです。（モニター画面に投

影） 

では、議案書４４ページをお開きください。 

２番、申請地は菅田町地内の田、３８３㎡ほか１筆、計３９９㎡です。施設

の概要は一般住宅１棟で、延床面積１１０．１３㎡を建築するものです。申請

理由は記載のとおりで、契約内容は使用貸借の設定、農地区分は第２種農地で

す。 

議案書の４４ページが２番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され

ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書４５ページをご覧ください。 

３番、申請地は田島町地内の田、２６４㎡です。施設の概要は２階建ての一

般住宅１棟で、延床面積１２０．５５㎡を建築するものです。申請理由は記載

のとおりで、契約内容は使用貸借の設定、農地区分は第２種農地です。 

議案書の４５ページが３番の調査書です。各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書４６ページをお開きください。 

４番、申請地は名草下町地内の田、８９２㎡ほか１筆、計１，０９５㎡です。

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル２２０枚を４８８．４

㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の

売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の４６ページが４番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され
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ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書４７ページをご覧ください。 

５番、申請地は名草下町地内の田、１，０９０㎡ほか２筆、計１，３２３㎡

です。施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル２２０枚を４８

８．４㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権

移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の４７ページが５番の調査書です。各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書４８ページをお開きください。 

６番、申請地は小俣町地内の田、４９２㎡のうち９７㎡です。施設の概要は

工事車両進入路用地で、７番の太陽光発電パネルを設置する際に鉄板を敷き、

約４か月間、工事車両の通行のために使いたい、というものです。申請理由は

記載のとおりで、契約内容は使用貸借の設定、農地区分は第２種農地です。 

議案書の４８ページが６番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され

ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書４９ページをご覧ください。 

７番、申請地は小俣町地内の田、１，３３５㎡です。施設の概要は太陽光発

電設備用地で、太陽光発電パネル３２０枚を５２１．６㎡に設置するもので

す。申請理由は記載のとおりで、契約内容は使用貸借の設定、農地区分は第２

種農地です。 

議案書の４９ページが７番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され

ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書５０ページをお開きください。 

８番、申請地は堀込町地内の田、４８５㎡です。施設の概要は一般住宅１棟

で、延床面積１０７．６５㎡を建築するものです。申請理由は記載のとおりで、

契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の５０ページが８番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され

ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書５１ページをご覧ください。 

９番、申請地は藤本町地内の畑、６５㎡です。施設の概要は一般住宅１棟で、

延床面積１８１．４１㎡を建築するものです。申請理由は記載のとおりで、契

約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の５１ページが９番の調査書で、各項目とも適正なものと判断され

ております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書５２ページをお開きください。 

１０番、申請地は羽刈町地内の田、５０５㎡ほか３筆、計２，７４４㎡です。

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル８１６枚を１，６１

８．９４㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有

権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 
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議長 

議案書の５２ページが１０番の調査書で、各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

では、議案書５３ページをご覧ください。 

１１番、申請地は羽刈町地内の田、９６１㎡ほか２筆、計１，８２９㎡です。

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル６４８枚を１，２８

５．６３㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有

権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

議案書の５３ページが１１番の調査書で、各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

以上、５条許可申請１１件です。よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

９番 三田委員。 

９番 三田です。 

実情調査の結果を報告いたします。資料の３４ページをご覧下さい。 

調査年月日、調査班については、３条申請と同じです。 

また、調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありま

したので省略いたします。 

今回、５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地確認と、申請人の

出席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、本市およびその周辺で太陽光発電事業を営む申請人が、事業の拡大

を目的に申請地を譲り受け、太陽光発電設備用地として利用したいというも

のです。 

 高圧の発電設備用地として必要な広さを確保できる土地を市内で探して

いたところ、本申請地が条件に合致したとのことでした。 

発電出力は３１８．２キロワットで、売電単価は税抜き１２円、年間約３７

０万円の売電収益となり、８年目には収支がプラスになる計画です。転用にか

かる費用の全額を自己資金で賄います。 

事業計画によると、整地のみを行い、造成はありません。営農への配慮とし

て、隣接する田や水路へ、土砂や雨水が流れ込まないよう、境界に柵板を設置

します。また、先の実情調査会で約束した通り、適切な地先管理を行うために、

契約業者の作業人数を増やしたとのことです。 

申請地は、東は田、西は雑種地および河川、北側は堤および水路、南側は道

路で、周辺農地に影響はないと考えます。 

結論として、申請地は、里矢場町南東部の第２種農地であり、申請人の実情

から、転用の必要性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしていることか

ら、調査班としては許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、担当地区推進委員から意見等ござい
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ますか。 

ありません。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて２番から１１番を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 ２番から１１番はそのように決定いたしま

した。 

続いて議案第４号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の２０ページをお開きください。 

議案第４号、農用地利用集積計画の決定について、ご説明いたします。令和

３年６月３０日公告予定分であります。 

議案書の２１ページをご覧下さい。今回の議案の総括表であります。貸借権

設定、利用権設定が、１１件で面積２７，３１９．３８㎡です。所有権移転は

２件です。 

貸借権設定についてですが、詳細が２２ページから２３－２ページに記載

されておりますのでご覧ください。 

続きまして、所有権移転です。２４ページをご覧下さい。今回は２件で、面

積は１１，１２６㎡です。内容を説明いたします。 

１番、申請地は小曽根町地内の田、面積１，４５１㎡ほか１筆、計２，４４

５㎡で、売買価格は１００万円になります。 

続きまして２番、申請地は野田町地内の畑、面積１，４０４㎡ほか５筆で、

売買価格は２１７万２５０円です。 

いずれも審議の後、承認をいただきましたら、６月３０日付けで公告の手続

きを行います。 

以上よろしくご審議をお願いいたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第４号はそのように決定いたしました。 
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以上で本日の議案審議全部を終了いたしました。 

続いて農地所有適格法人の報告書について及び非農地証明願の処理経過に

ついて、事務局の報告を求めます。 

議案書２５ページをお開きください。農地所有適格法人の報告書について、

ご説明いたします。農地法に基づき農地の所有が認められている農地所有適

格法人は、農地法第６条第１項の規定に基づき、毎年、事業年度が終了して３

か月以内に、農業委員会へ事業状況を報告することとされています。当委員会

においては、これまで、報告を受けた際に総会に議案として上程し、承認を行

ってきました。しかし、農地法では、報告を義務付けていますが、総会への上

程までは求めておりません。よって、以降、提出があった旨の報告とさせてい

ただきます。なお、新たに農地を購入する際には、法人要件を満たしているか

事前に確認が必要となります。 

今月は、２法人から報告を受け、記載のとおり法人要件が満たされているこ

とを運営委員会でも確認いたしました。以上です。 

続いて非農地証明願の処理経過について、ご説明いたします。 

１番、申請地は名草下町地内の畑、現況 宅地、面積５９９㎡、願出の理由

は、昭和４３年頃に住宅を建築し、宅地として利用しているで、受付の日付は

令和３年５月２５日、処理の日付は５月３１日です。現地確認は事務局と遠藤

委員で行っております。 

以上報告いたします。 

ただいま事務局より報告のあった本件について、ご意見はございませんか。 

【意見なし】 

それでは、ご了承願います。 

なお、議案末尾に事前協議申請の処理経過及び農地法第１８条第６項の規

定による通知について載せておきましたので、ご承知おきください。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

以上で、第１３回足利市農業委員会総会を閉会いたします。 

【午前９時４９分  閉会】 
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この会議のてん末は、書記 本田未央子の記載したものであるが、その内容の相違ない

ことを証するためここに署名する。 

 

令和３年７月２６日 

 

足利市農業委員会 

６番委員 

 

９番委員 


